


－職場復帰に向けて－

＜本人・家族へ＞
□休職の最長（保障）期間
□休職中の経済的な保障（給与の支払、健康保険組合

からの傷病手当金等）
□休職中の連絡方法（窓口・タイミング・ツール）

＜産業医へ＞
□本人に関する情報提供

＜主治医へ＞
□本人の復職支援に関する会社の考え
□就業規則（休職期間、短時間勤務制度等の復職時に

活用できる制度等）
□現在の職務内容
□職場復帰の可否の判断基準

＜事業主へ＞
□復職への意欲

＜健康保険組合へ＞
□傷病手当金に関する申請書
□高額療養費の支給申請書

＜区市町村の担当窓口へ＞
□自立支援医療費支給認定申請書類

＜主治医（医療機関）へ＞
□会社（職場復帰）に関する情報

＜関係機関の活用＞
職場復帰を支援する上では、さまざまな工夫や配慮が必要となることがあります。関係機関等からの情報収集、社内の就業規

則等の確認を行うことで、必要な工夫や配慮の実施について具体的に検討することができます。
□ハローワーク

障害者雇用全般に係る相談窓口であり、活用できる支援制度や職業リハビリテーションに関する情報等、幅広い情報の提供を
行っています。

□地域障害者職業センター
障害者雇用の相談や情報提供を行うほか、雇用管理に関する専門的な助言・援助を体系的に実施しています。

□医療機関 □就労支援機関 □難病情報センター等の疾患や障害ごとの情報提供・相談機関等

＜本人・職場（・関係機関）＞
本人や職場と相談をしながら、下記のようなことがらについて検討しながら、

職場復帰に向けたプランを作成し、必要な手続きを進めていきます。

必要とする措置、配慮及び支援等（活用できる制度等）

＜情報整理＞
□障害、疾病について
□職務について
□時間的配慮について
□就業環境に関する配慮について
□情報提供について（自分の情報について、誰に、どのように、何を伝えるか）

＜利用できる支援＞
□自立訓練
（身体障害者に対する機能訓練
（リハビリ、生活相談・助言等）

知的障害者又は精神障害者に対する生活訓練（自立した日常生活訓練、生活相談・助言）問い合わせ先⑤）
□在職者訓練（国（（独）高齢・障害・求職者雇用支援機構 問い合わせ先④）や地方公共団体が、設置した職業能力開発施設

あるいは、委託した民間の専門学校などで行っている在職者を対象とした公共職業訓練）
□リワーク支援（メンタルヘルス不調者を対象として地域障害者職業センター、精神科医療機関、EAPで実施）
□ジョブコーチ支援（新たな職務への適応、周囲の支援体制の整備等を支援することを目的とし、地域障害者職業センター等で

実施 問い合わせ先①）

伝える つながる 集める つくる
職場復帰情報
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職務遂行に関すること
□職務調整
□配置転換
□ジョブコーチ支援（問い合わせ先①）
□リワーク支援（問い合わせ先①）
□就労支援機器（就労支援機器の貸し

出し 問い合わせ先②）
□施設改善（作業

施設設置等助成金
問い合わせ先③）

環境に関すること
□支援体制（上司・周囲の理解）
□施設改善（作業施設設置等助成金

問い合わせ先③）

時間に関すること
□勤務時間の短縮
□勤務時間帯の変更（短時間勤務制度、

フレックスタイム制度等）
□通院時間に対する配慮（1時間ごとの

年休制度、通院のための休暇制度等）
□休憩時間に対する配慮

「採用後障害者の職場復帰の現状と対応に関する研究」の研究成果をもとに、職場復帰までのプロセスにおいて、ポイントとなること等をチェックボックス
形式でまとめています。
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職場復帰までの準備期間 プラン 制度
ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ

人 情報

本人の同意を得て、診察に同席し、
本人の行う職務等に関する情報提
供を行うことにより、復職に際し
ての的確な判断、アドバイスが得
やすくなります。

復職に関して、事業主が最も重
視するのは、「症状や障害の安
定」、次いで「復職への意欲」
です。

継続的な医療的ケアを必要と
する方に対しては特に重要と
なります。

必要に応じて、産業医に
本人との面談、主治医へ
の連絡を依頼します。

障害を補完するための道具や手段を活用する場合や、職場復帰に際して新たなスキル
等を身につけたいと思った場合等、以下のような訓練や支援制度を活用することが
できます。

職場復帰後の働き方について考えていくために、以下のようなことについて情報を整
理し、誰にどのように伝えるかということを考えておくと役立ちます。情報整理に際
しては、必要に応じて、医療機関や支援機関（地域障害者職業センター、障害者就
業・生活支援センター等）にも協力を求めると良いでしょう。
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職場適応、新たな
キャリア形成のた
めには、職場復帰
後のフォローアッ
プも大切です。日
常的なコミュニ
ケーション、定期
的な相談等により、
状況を確認しなが
ら、職務等を調整
していきましょう。

精神障害の場合、
体調変化に特に留
意が必要です。体
調変化は睡眠、食
欲等に現れやすい
ため、これらの情
報をもとに相談を
行うと良いでしょう。

難病等の症状の進
行の可能性のある
疾病、障害の場合、
必要に応じて主治
医を含めた相談を
行い、症状を確認
しながら、その
時々に応じた職場
環境の整備、職務
内容や時間調整を
行っていきましょう。

「症状や障害の安定」のためには主治医とのコミュ
ニケーションが不可欠です。また、職場復帰に向け
た取り組みにおいては、主治医と事業主とのコミュ
ニケーションも重要な要素となることがあります。
あなたの希望がある場合、事業主に診察へ同席して
もらうのも1つの方法です。

＜問い合わせ先＞

①地域障害者職業センター
②雇用開発推進部 雇用開発課内中央障害者雇用情報センター
③都道府県支部高齢・障害者業務課（東京、大阪は高齢・障害者

窓口サービス課）
④職業能力開発促進センター（ポリテクセンター）及び職業能力

開発大学校、職業能力開発短期大学校（ポリテクカレッジ）

⑤市区町村の障害福祉担当窓口

しっかり休み、生活が安定し、
「症状や障害の安定」が図られ
てきたら、復職に向けた準備を
整えていきましょう。

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

障害者雇用促進法で、雇用する
障害者に対し、事業主は合理的
配慮の提供が義務づけられてい
ます。
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